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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  15/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  15/16     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ   9/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   5/00    　　　Ｌ
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  15/20    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  15/16    　　　　
   Ｇ０３Ｂ   9/06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月1日(2010.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学機器の振れに応じて防振レンズを光軸方向とは異なる方向に移動させる防振ユニッ
トと、
　光通過開口の形状を変形させることが可能な遮光ユニットと、
　前記防振レンズの移動に伴って前記遮光ユニットを制御する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記防振レンズが移動する方向に応じて前記光通過開口が異なる形状
に変形するように前記遮光ユニットを制御することを特徴とする光学機器。
【請求項２】
　該光学機器は、前記防振ユニット及び前記遮光ユニットを含む光学系によって矩形の撮
像面上に像を形成し、
　前記制御手段は、前記防振レンズが前記撮像面における４つの隅領域のうち１つの隅領
域での光量が低下する方向に移動した場合に、他の３つの隅領域での光量が低下するよう
に前記光通過開口の形状を変形させることを特徴とする請求項１に記載の光学機器。
【請求項３】
　前記遮光ユニットは、それぞれ移動可能な複数の遮光部材を有し、
　前記制御手段は、前記防振レンズが移動する方向に応じて、前記複数の遮光部材のうち
少なくとも一方を変更することを特徴とする請求項１又は２に記載の光学機器。
【請求項４】
　前記遮光ユニットは、液晶素子又は物性素子により構成されていることを特徴とする請
求項１又は２に記載の光学機器。
【請求項５】
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　前記防振ユニット及び前記遮光ユニットを含む光学系において、前記遮光ユニットは、
該遮光ユニットとは別に設けられた絞りユニットよりも物体側に配置され、
　前記光通過開口は、前記防振レンズが移動する方向と同じ方向に変形し、
　前記光学系は以下の条件を満足することを特徴とする請求項１、２又は４に記載の光学
機器。
　０．６＜ΔＫ／（Ｌ×tanθ）＜３．０
ただし、θは前記防振レンズの移動による前記光学系の光軸の変位角、ΔＫは該防振レン
ズの移動に伴う前記光通過開口の変形量、Ｌは前記遮光ユニットと前記防振レンズとの光
軸方向での距離である。
【請求項６】
　前記防振ユニット及び前記遮光ユニットを含む光学系において、前記遮光ユニットは、
該遮光ユニットとは別に設けられた絞りユニットよりも像側に配置され、
　前記光通過開口は、前記防振レンズが移動する方向とは反対方向に変形し、
　前記光学系は以下の条件を満足することを特徴とする請求項１、２又は４に記載の光学
機器。
　０．３＜ΔＫ／ΔＳ＜５．０
ただし、ΔＳは前記防振レンズの移動量、ΔＫは該防振レンズの移動に伴う前記光通過開
口の変形量である。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記絞りユニットの絞り開口径及び前記光学系のズーム位置に応じて
、前記防振レンズの移動量に対する前記光通過開口の変形量を変更することを特徴とする
請求項１から６のいずれか１つに記載の光学機器。
【請求項８】
　光学機器の振れに応じて防振レンズを光軸方向とは異なる方向に移動させる防振ユニッ
トと、
　移動可能な複数の遮光部材を有する遮光ユニットと、
　前記防振レンズの移動に伴って少なくとも１つの前記遮光部材を移動させるよう前記遮
光ユニットを制御する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記防振レンズが移動する方向に応じて、前記複数の遮光部材のうち
少なくとも一方を変更することを特徴とする光学機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　図１において、１は第１レンズユニットを保持する第１鏡筒、２は遮光ユニットとして
の光束制限ユニットである。３は第１鏡筒１及び光束制限ユニット２を保持する固定鏡筒
である。
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